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尼崎市内最古の洋風建築である「旧尼崎紡績本社事務所」が 

国の登録有形文化財に登録されます 
 

国の文化審議会(会長 島谷
しまたに

弘幸
ひろゆき

)は，令和８年(2026 年)３月 26 日(木)に開催される同審議

会文化財分科会の審議・議決を経て、新たに 139 件の建造物等を登録有形文化財に登録するよ

う文部科学大臣に答申を行う予定です。 

この中に尼崎市東本町に所在する旧尼崎紡績本社事務所の建物１件が含まれています。この

１か所、１件の登録により、尼崎市内に所在する国の登録有形文化財は計14か所、57件と

なる予定です。 

 

１ 登録される建造物の概要 

(1) 名称 

    旧尼崎紡績本社事務所(令和５年までユニチカ記念館と呼ばれていた建物です) 

(2) 所在地  

尼崎市東本町１丁目 50番地 

(3) 建設年代 

明治 33年(1900年)竣工、明治後期増築 

 (4) 種別 

    建築物・産業２次 

(5)  登録基準 

国土の歴史的景観に寄与しているもの 

(6) 建物の概要 

旧尼崎紡績本社事務所は、尼崎市南東部、江戸時代の尼崎城下町の東端にあたる東本町

に所在しています。明治 22年(1889年)、この地に尼崎紡績が設立され、明治 24年(1891

年)から操業を開始しました。尼崎紡績は尼崎と大阪の資本家が出資して設立した綿糸紡

績会社で、尼崎における最初の近代的大企業です。尼崎はその後、南部臨海地域に大工場

が次々と進出し、昭和初期には阪神工業地帯を代表する工業都市へと発展しますが、その

契機となったのが尼崎紡績であり、尼崎の工業史上、最も重要な企業です。 

     煉瓦造２階建ての本社事務所は、建築年代が判明している建物としては尼崎市内に現存

している最古の洋風建築物で、工業都市尼崎の歴史を象徴するシンボルとも言うべき建物

です。南面に玄関ポーチを突出し、各階の平面は中廊下を通し、２階の北西に貴賓室があ

ります。重厚な外観で、近代尼崎の紡績業の隆盛を今に伝えます。 

 

令和８年(2026 年)３月 18日 

所 属 歴史博物館 

所属長 門田 真由美 

電 話 06－6489－9801 
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旧尼崎紡績本社事務所(南正面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階 貴賓室                                     １階 階段  

 

 

 

 

 

 

 

 

               旧尼崎紡績本社事務所(南西から) 
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２ 登録文化財制度の概要 

   国の登録文化財制度とは、平成８年(1996年)の文化財保護法改正により導入された、主に近

代(明治以降)の建造物を後世に幅広く継承していくことを目的に、緩やかな保護措置を講じる

制度です。これまでに登録された主な建造物としては、東京大学安田講堂、京都南座、大阪城

天守閣、兵庫県内では神戸市立博物館、布引ダム、明石市立天文科学館、尼崎市内では尼崎市

立大庄公民館(旧大庄村役場)、尼崎市役所開明庁舎(旧開明尋常小学校校舎)、旧尼崎市立高等

女学校(現尼崎市立歴史博物館・尼崎市立成良中学校琴城分校)などがあります。 

 

３ 登録決定記念事業 

旧尼崎紡績本社事務所の国登録有形文化財登録決定を記念して、尼崎市立歴史博物館では次

のとおり記念事業を開催します。 

(1)  旧尼崎紡績本社事務所紹介コーナーの開設 

尼崎市立歴史博物館２階ホールに旧尼崎紡績本社事務所紹介コーナーを設置します。 

令和８年(2026年)４月１日(火)から６月 30日(火)まで 

 (2) 旧尼崎紡績本社事務所見学会 

   尼崎市立歴史博物館学芸員の案内により、通常非公開の建物内部の見学を行います。 

令和８年(2026年)４月 26日(日) 

  １回目：午後１時 30分～２時 30分  ２回目:午後３時～４時 

令和８年(2026年)４月 28日(火) 

  午後１時 30分～２時 30分  

４月５日(日)から電話・ファクスで参加申込受付、定員各回先着 30名 

参加費無料 

 

以 上  
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別 紙 

旧尼崎紡績本社事務所の国登録有形文化財登録決定についてのコメント 

 

京都工芸繊維大学准教授 笠原一人 

 

近代都市尼崎は、旧尼崎紡績から始まったと言っても過言ではない。その本社事

務所の建物は、優れた意匠を持つ尼崎市内最古の煉瓦造建築であるが、近年解体の

危機に面していた。しかし尼崎市の尽力によって保存され、このたび国の登録有形

文化財に登録されることが決まったたことは誠に喜ばしい。今後積極的に活用する

ことで、尼崎市の歴史や文化を永く語り継ぎながら、地域に新たな魅力や発展をも

たらすことを期待したい。 

 

 

 

 


